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府立学校における緊急事態宣言下の教育活動について 

 

日頃は、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、第 47回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議が開催され、緊急事態措置に基づく府民へ

の要請内容等が決定されました。府内の医療提供体制が極めてひっ迫している中、感染拡大を食

い止めるためには、不要不急の外出の自粛、人出の抑制、人が集まる行動自体の抑制が必要とな

っています。これらのことを踏まえ、府立学校における緊急事態宣言下の教育活動等について、

府教育庁より通知がきました。本校としては、府教育庁の指示事項に従い、十分な感染対策を講

じたうえで活動を行いたいと思います。皆さまには、ご心配をおかけしておりますが、感染防止

のため、今後ともご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

記 

令和３年４月23日付大阪府教育庁「府立学校における緊急事態宣言下の教育活動について」よ

り 

１．基本方針 

(1)感染症対策のさらなる徹底を図りながら、分散登校や短縮授業は行わず、通常形態で教育活

動を継続しますが、感染リスクの高い教育活動は実施しません。 

(2)新型コロナウイルス感染症に係る陽性と判定された生徒や濃厚接触者に認定された生徒、ま

たは不安から登校できない生徒（合理的な理由があると判断されるもの）等に対しオンライ

ン等を活用して十分な学習支援を行います。 

(3)新型コロナウイルス感染症が感染拡大していること、家族に体調不良者やＰＣＲ検査受検者

がいることなど、同感染症への不安を感じる場合は担任等にご相談ください。合理的な理由

があると校長が判断する場合には、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」とします。 

(4)宿泊や府県間の移動を伴う教育活動は中止または延期とします。また、府内における校

外での教育活動についても同様に中止または延期とします。 

(5)校内での学校行事等のうち、体育祭等感染リスクの高い活動については、中止または延期と 

します。また、期間中における保護者等を招いての行事等は原則禁止とします。ただし、奨 

学金の説明会等、緊急性が高いものについては、感染症対策を徹底とご協力をお願いする中 

で実施する場合がございます。 

(6)部活動について 

原則休止とします。ただし、十分な感染症対策が講じられている公式な大会やコンクール 

等については、主催者による感染症対策を確認の上、参加することはできます。 

なお、参加に向けて、学校が必要と判断し、活動を行う場合には、十分な感染症対策と活動 

内容等を精選し、短時間（平日１時間程度、休日２～３時間程度）での活動とし、最小限に 

とどめ、練習試合や合同練習については禁止とします。併せて、部活動に係る学校への登下 

校時、公式戦会場等への移動時において、生徒どうしによる飲食は厳に慎んでください。 



※部活動等の参加については、決して強制ではございませんので、遠慮なく顧問等にご相

談ください。 

(7)不要不急の外出自粛協力のお願いについて 

学校への登下校、医療機関への通院、屋外での運動や散歩などを除いて、必要のない・急

がない用事による外出や移動を控えるなど、感染拡大防止への協力をお願いします。 

併せて、下校時において、生徒どうしによる飲食は厳に慎んでください。 

 

２．感染対策の徹底とお願い 

 

(1) 基本的な感染症対策の徹底について 

マスクを着用し、手洗い及び換気にご協力ください。 

(2) 健康観察について 

登校前に自宅にて検温・健康観察し、体調が悪い時は自宅で休養し、無理して登校しない

ようにお願いします。 

(3)食事時について 

学校においては、食事の前後の手洗いの徹底。机を向かい合わせにしない。食事時の会話

を控える。食事後には必ずマスクをつける、座席に一定の間隔をあける、一方向のみに座

る等、密着・密集を防ぐための座席配置を心がけるなど、飛沫の飛散防止を呼びかけをい

たしますが、ご家庭におかれましても、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

新型コロナウイルス感染症感染拡大により、さまざまな活動が制限されることによる悩みや不

安ごとがあれば、先生に相談したり、次のような相談窓口も活用してください。 

 

●『LINE相談』大阪府教育センター 

毎週月曜日 17：00～21：00（受付は 20：30まで） 

※以下の特設日も実施しています。 

５月５日（水）、５月６日（木）、８月 22日（日）、８月 31日（火）、９月１日（水） 

１月６日（木）、１月７日（金） 

●『すこやか教育相談 24』 

電話：0120-0-78310(無料)  24時間対応 

  FAX：06-6607-9826 2４時間対応（ただし回答は後日） 

 

●『すこやか教育相談』大阪府教育センター 

「すこやかホットライン」(子どもからの相談) 

月曜日～金曜日 9：30～17：30 (祝日・年末年始は休みです) 

電話：06-6607-7361Eメール：sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp  

Eメール相談：24時間窓口設置 (ただし回答は後日) 

FAX相談（06-6607-9826）：24時間窓口設置 (ただし回答は後日) 

面接相談：学校を通しての予約が必要です。(祝日・年末年始は休みです) 

 

また、何かご不明な点等がございましたら、お問合せください。 

  

【問合せ先】 

大阪府教育センター附属高等学校 

教 頭 上村 厚貴  TEL 06-6692-0006 


